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　町では、移住者向け空き家バンク充実のため、バンク
登録を前提とした空き家のリフォームや不要物の撤去に
要する費用の一部を助成しています。
◆対象となる空き家
　空き家バンクに登録できる空き家
◆対象者
　対象空き家の所有者または対象空き家の借主（借りて
１年以内）。ただし、町税等の滞納がない者。
◆交付対象
　対象者の依頼により、町内事業者等が行う以下のもの
　(1) 空き家の機能向上のための改修 ( リフォーム )
　(2) 不要物の撤去
◆助成額（千円未満切捨）
　(1) リフォーム…対象費用の 1/2( 上限 10 万円 )
　(2) 不要物の撤去…対象費用の全額 ( 上限 5 万円 )
　※ (1) および (2) の併用は可能

◆問い合わせ
政策企画課　☎０８２０（７４）１００７

周防大島町空き家リフォーム事業
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◆検査の日程および場所
検査日 時間 場所

５月 11 日㈪

11：00 ～ 12：00 東和総合センター
13：30 ～ 14：00 油宇公民館
14：30 ～ 15：00 油田出張所
15：30 ～ 16：30 和田出張所

５月 12 日㈫
 ９：00 ～ 11：30 日良居出張所
13：00 ～ 13：30 佐連会館
14：00 ～ 14：30 旧沖家室小学校

５月 13 日㈬
11：00 ～ 12：00 周防大島町商工会東和支所
13：30 ～ 15：00 白木出張所

５月 14 日㈭ 11：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00 大島文化センター

５月 15 日㈮
11：00 ～ 12：00 蒲野農村環境改善センター
13：30 ～ 15：00 沖浦農村環境改善センター

５月 18 日㈪ 11：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00 橘総合支所

５月 19 日㈫
  9：30 ～ 10：30 椋野公民館
11：00 ～ 12：00
13：00 ～ 14：30 農業者健康管理センター（久賀）

※５月 20 日㈬から７月 31 日㈮までの検査会場は山口県計量検定所とします。
※前回の「周防大島町自然休養村管理センター」は「東和総合センター」に変更しました。
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◆開設場所　
　４月、５月　久賀総合センター
　６月～平成 28 年３月　日良居出張所
※６月から開設場所が変更となりますのでご注意
ください。
◆開設日　　毎月、第三火曜日
◆開設時間　午前 10 時から正午まで
　　　　　　午後１時から４時まで
◆予約　相談希望日の前月１日から受け付けてい
ます。※年金手帳、年金証書、振込通知書等、本
人であることを確認できるものを必ずご持参くださ
い。本人以外の方が相談される場合は、身分証明書

（運転免許証等）と本人からの委任状が必要となり
ます。

◆申し込み・問い合わせ　岩国年金事務所　
☎０８２７（２４）２２２２

平成 27 年度　出張年金相談
《予約制》


